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場にあるものの人権について特に配慮する。 

 

5. ガイドラインの遵守と情報公開説明責任の確保 
ジェトロは、本ガイドラインを対外的な透明性を確保しつつ遵守していくため、外部

有識者による「ジェトロ環境社会配慮ガイドライン諮問委員会(以下、諮問委員会)を設

置する。委員の氏名、所属、専門分野は、諮問委員会設置後速やかにホームページ

で公開し、会議は原則として公開とする。 

ジェトロは、定期的に諮問委員会を開催し、環境社会配慮の観点から業務事業の

実施状況を報告し、本ガイドラインの遵守、必要な場合にはガイドライン見直し、等に
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件形成調査においては、同調査および次の段階で行われるフィージビリティ調


